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行 政 常 任 委 員 会 会 議 録 

〔平成 20年第 1回定例市議会付託〕 

平成 20年 3月 25日(火曜日) 

午前 10時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎付託案件 

  (1) 議案第 １号 平成20年度夕張市一般会計

予算 

  (2) 議案第 ２号 平成20年度夕張市国民健康

保険事業会計予算 

  (3) 議案第 ３号 平成20年度夕張市市場事業

会計予算 

  (4) 議案第 ４号 平成20年度夕張市老人保健

医療事業会計予算 

  (5) 議案第 ５号 平成20年度夕張市公共下水

道事業会計予算 

  (6) 議案第 ６号 平成20年度夕張市介護保険

事業会計予算 

  (7) 議案第 ７号 平成20年度夕張市診療所事

業会計予算 

  (8) 議案第 ８号 平成20年度夕張市後期高齢

者医療事業会計予算 

  (9) 議案第 ９号 平成20年度夕張市水道事業

会計予算 

 (10) 議案第１８号 夕張特別会計条例の一部改

正について 

 (11) 議案第１９号 夕張市医療費給付に関する

条例の一部改正について 

 (12) 議案第２０号 夕張市後期高齢者医療に関

する条例の制定について 

 (13) 議案第２１号 夕張市国民健康保険条例の

一部改正について 

 (14) 議案第２２号 夕張市介護保険条例の一部

改正について 

 (15) 議案第２３号 夕張市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部改正について 

 (16) 議案第２４号 夕張市賃貸住宅条例の全部

改正について 

 (17) 議案第２６号 指定管理者の指定について 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席委員（8名） 

 高 間 澄 子 君 

 伝 里 雅 之 君 

 島 田 達 彦 君 

 角 田 浩 晃 君 

 正 木 邦 明 君 

 高 橋 一 太 君 

 新 山 純 一 君 

 山 本 勝 昭 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席委員（なし） 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席参与 

 市長、副市長、藤原監査委員、教育委員長、教育

長、理事のほか、関係の課長等 

――――――――――――――――――――――― 

   午前１０時３０分 開議 

●山本委員長  おはようございます。 

 ただいまから行政常任委員会第 2日目の会議を開

催いたします。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  本日の出席委員は、8 名全員であ

ります。 

 ほかに、議長が出席されております。 

 また、参与の出席につきましては昨日と同様であ

ります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  それでは、昨日に引き続き大綱的

な質疑を行ってまいりますが、昨日求められており

ました資料の提出がありましたので、それぞれ理事

者より補足説明があれば受けてまいりたいと思いま

す。 

 総括主幹。 

●松村地域再生推進室総括主幹  昨日、高橋副議

長から資料提供の要求がございました、市で所有す

る鉱業権 48鉱区と、発展基金で取得した土地の関係
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を示した図面でございます。お手元にお配りしてご

ざいます。 

 図面上、ピンク色で示した部分でございますけど

も、その部分が今年度発展基金により、土地開発公

社より市が購入した土地でございます。なお、この

発展基金を活用して取得した土地については以前ご

説明したとおりでございますけれども、夕張の恵ま

れた自然を最大限活用して市内への集客、交流人口

の増加を図るために土地を取得したものでございま

す。このようなことを目的とした土地ということで

取得しておりますので、そういったことで目的とし

ているということで、ご説明したいと思います。よ

ろしくお願いします。 

●山本委員長  ただいまの報告に対しての質疑ご

ざいますか。 

 はい、高橋委員。 

●高橋委員  それでですね、今、説明あったんで

すけども、夕張自然体験型観光促進プロジェクトと

いう今回の発展機構の関係で取得したわけですよね。 

 それで今、資料を出していただいて、このような

感じになっていると。で、昨日の質問の鉱区とのか

かわりの関係でいきますと、若干重複する部分で網

かけになっているんですけども、それで今言われた

自然体験型のほうの今回取得した関係でいきますと、

目的があって取得したわけですから、当然その方向

でいかなきゃいけないという、事業を進めていかな

きゃいけないんでしょうけども、それでいわゆる露

頭炭の関係ですね、昨日の質問ですけども、この露

頭炭をもし今後進めていくに当たって、更新云々の

関係も出てくるんですけども、特に重複している、

網かかっている部分についてはまず問題ないのかど

うか。その辺をもし、この鉱区の中でここを例えば

掘る、もしくは掘っていきたい云々を考えたときに、

この辺が今回取得部分と関係するとどのような問題

点が出るのか、その辺お聞かせいただきんですけど。 

●山本委員長  総括主幹。 

●松村地域再生推進室総括主幹  ただいまの高橋

副議長からの質問ですけれども、この発展基金の助

成取扱要領に定められているところですけども、10

年以内に取得した土地については 10 年以内は取得

した使用目的以外の使用、譲渡などについては使用

することができないという取り決めになってござい

ます。そのようなことから、ほかの目的に 10年以内

は供することができないということになっておりま

す。それは原則としてということになっております。 

●山本委員長  高橋委員。 

●高橋委員  今言ったとおり、昨日も聞いていた

とおり 10年以内、一応基本的には売買できない云々

というのが出てきますよね。 

 それで、逆に言うと網がかかっている部分、この

鉱区、若干ありますね。その中でいわゆる今回、露

頭炭の関係でいくと 48鉱区というものが今、市の方

で所有していると。もっと言うと、その 48鉱区の中

でも可能性の高い鉱区がいくつかあると思うんです

けども、例えばこの網かけの中で可能性の高い鉱区

といわれるような方向性の所って出てきますかね。

その辺もしちょっとあれだったら、お示しをいただ

きたいと思うんですけども。 

●山本委員長  はい、総括主幹。 

●松村地域再生推進室総括主幹  48 鉱区全体に

つきましては現在、過去の資料等を精査している最

中でして、過去の資料等散逸部分もございまして、

鉱業権の過去の経緯を知っている者がほとんどいな

い状況でございまして、今、過去の資料等を整理し

ながら、どのような状況にあったのか、過去の経緯

等を調べている状況でございます。 

 それで、過去にも露頭炭をやっていたということ

も聞いてはおりますけども、どの鉱区で行われてい

たというのはまだ押さえきれていない状況にござい

ます。そのようなことも踏まえまして、これから時

間がない中ではありますけども、ただいまご指摘が

あった部分についても整理していきたいと思ってお

ります。 

●山本委員長  高橋委員。 

●高橋委員  わかりました。それで、昨日の露頭

炭の関係の問題について市長にも前向きな部分のと
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いうことで、今後 9月の更新に向けてしていってい

ただきたい。 

 そのかかわりでいきますと、今言われたとおり今

回の自然体験型のほうで取得した関係とのだぶって

いる部分、この辺が当然もし可能性の高いと思われ

る鉱区が重複してくると思われるんですよね。そう

なってきたときに、今言った更新時期の部分でいき

ますと、こちらの自然体験型の方の今、網かけにな

っているわけですから、今度手続きの関係で、その

辺の手続きのほうも出てくると思うんですよね。 

 ですから、その辺十分調整、調査をしていきなが

ら、新たな今までにない手続きのほうが出てくると

思いますので、その辺もちょっと研究というか、し

ていっていただきたいと思いますし、昨日言ったと

おり、とにかく露頭炭の関係については市長も前向

きに考えていきたいということでもありますし、

我々としても前向きにぜひともやっていっていただ

きたいという思いがありますから、この辺精査して

いきながら今後の委員会等でまた随時報告を願いた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

●山本委員長  今後、委員会等で協議するという

ことでよろしいですね。 

 ほかに報告ございますか。 

総括主幹。 

●熊谷総務課総括主幹  昨日の正木議員からのご

指摘の資料提供について、今回地図をお渡しをした

説明をしたいと思います。 

 新年度、夕張市で取得予定の公社の土地を図面で

示してくださいとのことでした。お手元に配付して

おります地図、夕張市の 5万分の 1の地図でござい

ます。こちらの中の黄色のマーカーを付けている部

分が主な取得予定地の場所でございます。こちらを

財政再建計画、本市の予算を勘案しながら購入する

こととなる予定です。 

以上でございます。 

●山本委員長  はい、正木委員。 

●正木委員  この購入には、地方債の 3億 7千万

というのを発行して購入するわけですよね。それは、

再建計画に影響はないものなんでしょうか。 

 新たな借金になると思うんですが、その辺の。 

●山本委員長  確認しますけども、よろしいです

か。 

 はい、室長。 

●畑山地域再生推進室長  今回、20年度予算でお

示ししているとおりということで、その分起債で土

地の購入をしていくということになります。ただ、

これにつきましては数年度にわたってある程度長期

的なスパンで道、国とも協議しながら、土地の買い

戻しをしていくということは、土地開発公社の土地

の買い戻しというのはしていくということで、全国

的にもやっておるところで、市としても公社の経営、

それから市の出資している関係からも適正に買い戻

しをするようにということで、道、国と協議をして

いくという中でございます。 

 これにつきましては 19年度、本年度先ほどの発展

基金での土地の買い戻しもありましたけども、そう

いったもの、今回発展基金を使う土地について精査

して事業費も落ちているというようなところもあり

ますので、20年度また改めてこういった部分を買う

ということで、後年次の起債の償還というものも踏

まえた上でできるだろうということで、国、道と協

議、調整が整っているということでございます。 

●山本委員長  よろしいですか。 

 正木委員。 

●正木委員  それと、公社の土地、2 年続けて買

うわけです。まだ公社の土地はあるわけですか。夕

張市として買い入れしなければならない土地。あと

どのくらい残って、どのくらいの予算の規模という

か、そういう具体的なものについては。 

●山本委員長  総括主幹。 

●熊谷総務課総括主幹  公社の土地は、まだ買い

戻ししていかなければならない土地がございます。 

 これからの予定なんですけれども、20年度が今お

示しした 3億 9千万程度。21年度も 3億円程度とい

うことで、25年度までは買い戻しが必要となります。

その予定で、19年度と全部あわせてなんですけれど
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も、34億 8,200万ほどの土地を夕張市に買い戻して

いかなければならないということで、財政再建計画

にも載ってございます。 

●山本委員長  正木委員、よろしいですか。いい

ですか。 

 ただいまの報告に対する質疑はございませんか。 

 ほかになければ、これで大綱的な質疑を終わりた

いと思います。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に各会計予算案の審査に入りた

いと思います。 

 初めに、一般会計でありますが、事項別明細書に

より、歳出から審査してまいります。 

 それでは、52ページをお開き願います。 

 1款議会費、53ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 2款総務費、54ページから 68ページまで。 

 島田委員。 

●島田委員  61ページ、シューパロダム建設対策

基金積立金 1千万ございますが、発展基金の取り崩

しだとか南ふるさと市町村圏の基金の取り崩しを要

請している中で、まずこのシューパロダム対策基金

の積み立てに関する所期の目的、あと積立金がいつ

までなのか、これからの運用方法ですとかそういっ

たものをお示しいただきたいと思います。 

●山本委員長  課長。 

●細川建設課長  基金ですけども、積立金となっ

ている部分ですけども、これはシューパロダム事業

にかかわって国の方から毎年度事業に応じて今、実

際交付されている金額です。この分を毎年度積立金

と入れて、ダム事業にかかわる化石事業だとかそう

いう形の中で歳出の方に組み入れている、そういう

金額でございます。 

 今年度については、1 千万ということで予定して

いるということでございます。 

●山本委員長  島田委員、今後の運用についても

質問しましたですね。その辺の答弁は。 

 はい、課長。 

●細川建設課長  今後の運用についても同じでご

ざいます。この基金については、国から 22年度まで

下りてくるということで、国の方とは一応協議して

おります。 

●山本委員長  よろしいですか。 

 島田委員。 

●島田委員  基金の積み立て残高というのはどの

ようになってますでしょうか。 

●山本委員長  はい、課長。 

●細川建設課長  19年度末見込みで、1,465万ほ

ど積み立てられております。 

●山本委員長  いいですか。はい、島田委員。 

●島田委員  今後の運用なんですが、ダム関係に

対してだけ運用できるということで理解してよろし

いでしょうか。ほかの事業には使えないということ

なんでしょうか。 

●山本委員長  はい、課長。 

●細川建設課長  基本的にはダム関連事業という

ことでございます。 

●委員長 山本勝昭君  課長ね、ダム以外に使え

ないのかと聞いている。基本的にはということは、

ほかにも使えるということですか。そこら辺はっき

りしておかなかったら誤解招くよ。 

 はい、課長。 

●細川建設課長  それについてはですね、交付先

との協議になると、現状では判断しております。 

●山本委員長  よろしいですか。理解できました。 

 あとよろしいですか。ほかに総務費ございません

か。 

   〔発言する者なし〕 

 よろしいですね。 

 3款民生費、69ページから 79ページまで。 

 はい、島田委員。 

●島田委員  71 ページなんですが、老人福祉費、

13委託料、緊急通報装置設置委託料ですとか、シス

テムの保守委託料などがございますが、この事業に

対する対象者ですとか、今まで何パーセントくらい

設置が行われているのか、今後何年くらいですべて
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完了するのかお示し願います。 

●山本委員長  はい、福祉課長。 

●秋葉福祉課長  今島田議員から質問がございま

した緊急通報システムの部分でございます。このシ

ステムにつきましては、65歳以上の高齢者を対象に

いたしまして、基本的には近所に見守りをする方が

いないお年寄りを対象にしてございます。 

 今現在、179 世帯に設置しておりまして、装置の

中身なんですけども例えば急病等で装置を作動させ

ますと、それが消防署の方に通報されまして、緊急

時の対応をする。また、煙の感知もいたしまして、

火災等の時にも対応できる、こういうものでござい

ます。 

 なお、平成 20年度なんですけども、通報装置の新

規の設置といたしまして 281万ほど。これ 1台です

ね、約 14万するんですけども、これを 20台ほど新

規にということで予算計上してございます。 

 また、18の備品購入費のところに 315万ほど予算

計上しておりますけども、これは消防署の受信機本

体の更新ということで予算を計上してございます。 

 以上でございます。 

●山本委員長  はい、島田委員。 

●島田委員  対象者とみられる方の全体的に何パ

ーセントくらいが今現在設置されていてるかお願い

いたします。 

●山本委員長  課長。 

●秋葉福祉課長  今現在、179世帯ということで、

65 歳以上の高齢者ですけども見守りが特に必要な

方ということで、それの全体の数字等は押さえてお

りません。単純に 179世帯ということで、これはあ

くまでも本人の申請によるものでございますので、

そういうことでご理解願いたいと思います。 

●山本委員長  わかりましたか。これはあくまで

も本人から申し出があって、それを市で受けるとい

うことになっていますから。よろしいですね。 

 ほかにございませんね。 

 4款衛生費、80ページから 86ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 5款労働費、87ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 6款農林業費、88ページから 89ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 7款商工費、90ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 8款土木費、91ページから 98ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 9款消防費、99ページから 102ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 10款教育費、103ページから 115ページまで。 

 はい、島田委員。 

●島田委員  107 ページお願いいたします。節の

13、委託料なんですが、警備委託料ということで前

年比より約 250万ほど減額となっております。 

 小学校 7校から 1校減ったということについて、

この予算が半分以上減るというのはどういう形の委

託に変わったんでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 

 また、中学校の方も同じように減っていますので、

その辺もお願いいたします。 

●山本委員長  小・中あわせての答弁をお願いし

ます。 

 はい、教育課長。 

●石原教育課長  お答えします。警備委託料につ

きましては、これは前年度随契で行っておりまして、

今回指名競争入札による契約の見直しによる大幅な

減額となっております。中学校についても同様でご

ざいます。以上でございます。 

●山本委員長  よろしいですか。 

 はい、島田委員。 

●島田委員  業務内容は変わっていいないという

ことでよろしいでしょうか。 

●山本委員長  はい、課長。 

●石原教育課長  同様の業務内容でございます。 

●山本委員長  よろしいですか。なければ次にま

いります。 

 11款公債費、116ページ。 
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  〔発言する者なし〕 

 12款諸支出金、117ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 13款繰上充用金、118ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 次に、職員手当等に入ります。120ページから 121

ページまでありますので、ご覧願います。 

 次に、歳入に入ります。 

 10ページをお開き願います。よろしいですか。 

 1款市税、15ページまでであります。 

  〔発言する者なし〕 

 2款地方譲与税、16ページから 17ページまで。 

  〔発言する者なし〕 

 3款利子割交付金、18ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 4款配当割交付金、19ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 5款株式等譲渡所得割交付金、20ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 6款地方消費税交付金、21ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 7款自動車取得税交付金、22ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 8款地方特例交付金、23ページから24ページまで。 

  〔発言する者なし〕 

 9款地方交付税、25ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 10款交通安全対策特別交付金、26ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 11款分担金及び負担金、27ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 12款使用料及び手数料、28ページから 31ページ

まで。 

  〔発言する者なし〕 

 13款国庫支出金、32ページから 35ページまで。 

  〔発言する者なし〕 

 14款道支出金、36ページから 39ページまで。 

  〔発言する者なし〕 

 15款財産収入、40ページから 41ページまで。 

  〔発言する者なし〕 

 16款寄附金、42ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 17款繰入金、43ページから 44ページまで。 

  〔発言する者なし〕 

 18款諸収入、45ページから 49ページまで。 

  〔発言する者なし〕 

 19款市債、50ページ。 

  〔発言する者なし〕 

 次に、7 ページをお開き願います。第 2 表地方債

が記載されておりますので、ご覧願います。 

 次に、1 ページをお開き願います。第 3 条に一時

借入金、第 4条に歳出予算の流用が記載されており

ますので、ご覧願います。 

 次に、附属資料に入りますが、123ページから 130

ページまでに給与費明細書が記載されておりますの

で、ご覧願います。 

 次に、債務負担行為に関する調書が 131ページか

ら 133ページまで記載されておりますので、ご覧願

います。 

 次に、地方債に関する調書でありますが、134 ペ

ージから次のページまで記載されておりますので、

ご覧願います。 

 以上で一般会計の審査が終わりました。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、国民健康保険事業会計に入

ります。 

 136 ページから 181 ページまで一括して審査を行

います。 

 〔発言する者なし〕 

 ないようでありますから、国民健康保険事業会計

の審査を終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、市場事業会計に入ります。 

 182ページから 193ページまでであります。 

  〔発言する者なし〕 

 ないようでありますから、市場事業会計の審査を
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終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、老人保健医療事業会計に入

ります。 

 194 ページから 211 ページまで一括して審査を行

います。 

  〔発言する者なし〕 

 ないようでありますから、老人保健医療事業会計

の審査を終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、公共下水道事業会計に入り

ます。 

 212 ページから 238 ページまで一括して審査を行

います。 

  〔発言する者なし〕 

 ないようでありますから、公共下水道事業会計の

審査を終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、介護保険事業会計に入りま

す。 

 239 ページから 286 ページまで一括して審査を行

います。 

  〔発言する者なし〕 

 ないようでありますから、介護保険事業会計の審

査を終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、診療所事業会計に入ります。 

 287 ページから 299 ページまで一括して審査を行

います。 

 高橋委員。 

●高橋委員  診療所会計の関係なんですけど、昨

年の決算委員会でも、当時病院会計を閉じなければ

いけないということもあったのですけども、それで

薬品の関係ですとか、あとリースですとか医療機器

の関係の取り扱い、その後の在庫管理も含めてどう

だった。その辺のやりとりをさせてもらったのです

けども、それで特にこの薬剤の問題についてはもの

がものだけに、その動向どうなっているのかと、ま

た在庫管理も含めて、また売却するのならどういう

形をしていくのか。 

 今回出ている、物品売払い収入で出ているのがま

ず薬品関係すべてということで押さえていいのか、

まずそこをお尋ねしておきたいのですけども。 

●山本委員長  室長。 

●畑山地域再生推進室長  物品売払い収入、こち

ら 446万 3,000円立てております。これについては

希望の杜、今市立診療所を指定管理している希望の

杜の方で旧病院の薬剤を使消しているということで、

その在庫の額を最終的な額の確定まで至っていない

ですが、概ねこの額でということで予算に組んでい

るということでございます。 

 ほかの在庫そのものについては、基本的には期限

が切れているということで、廃棄ということで今後

在庫をもう 1回最終的に調整した上で、その方向で

考えていくということで、要はこれは既に、過去に

使ったというものを洗い出しをしているというもの

での額でございます。 

●山本委員長  高橋委員。 

●高橋委員  ほかの在庫の部分についてはリース

だとか、あるいは医療機器の問題についてはいいん

ですけども、やはり薬の問題は昨年もやり取りした

中で、ものがものだけに期限の関係もあるでしょう

し、仮に廃棄するに当たっても法的な問題も出てく

るでしょうし、その取り扱いについては十分慎重に、

道と協議もしていかなきゃいけないということで、

当時回答も出てたんだけども、その後一応、今出て

きたのが確定ではないけど大体これ見通しだという

ことなんですけども、どうでしょうこれ担当、薬品

関係の部分では室長の方になるのかそれとも違うと

ころになるのかわからないんだけども、薬品関係全

ての部分がこの金額と整合性でるものなのか、ある

いは廃棄の問題はやはり出てくるのか、その辺の取

り扱いはどうなっていくのか、押えているのであれ

ばもう少し具体化してお聞きしたいんですけどね。 

 そこは、担当課どっちになるかは・・・。 

●山本委員長  室長。 
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●畑山地域再生推進室長  薬剤ですね、確かにい

ろいろな法律にかかわるところ、それから産業廃棄

物なのか一般廃棄物なのか、そういったもろもろも

含めて北海道からも助言いただきながらということ

で考えております。 

 これ以外の部分については、基本的には在庫とし

ては古い物になろうかと思いますので、その場合そ

れをどう廃棄するかという問題になってこようかと

いうふうに考えております。それについては、まだ

最終的な調整が整っておりませんので、それをいか

に廃棄するに当たっても、夕張市として財政再建団

体である中でどのような形で廃棄していくかという

ことも考えていかなければならないと。 

 場合によっては、廃棄するにも特別に業者にきち

っとしてもらわなければいけないときにどのくらい

かかるかといったことも、いろいろ知見を有してい

る道なりほかの団体の状況も見ながらやっていきた

いというふうに考えております。 

●山本委員長  高橋委員。 

●高橋委員  そうだと思うんですね。それで今言

ったとおり、とりあえず確定ではないんだけども見

込みとしてこれくらいの物品の収入がこうやって出

ていますからね。室長言われたとおり、特に廃棄す

るに当たっても当然道なりそういったところの助言、

ただ単に投げるということにはならないでしょうか

ら、その辺の取り扱いを十分、病院側ともまた、こ

れ当然としてもやっぱりやっていかなきゃいけない、

市としての責任の部分出てきますからね。この辺、

きちっとした対応をされて、これも今後の委員会等

でその対応については、どうなったかこうなったか

ということはお示ししていただきたいと思いますの

で、お願いします。 

●山本委員長  よろしいですか。ほかにございま

せんか。 

 ないようでありますから、診療所事業会計の審査

を終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、後期高齢者医療事業会計に

入ります。 

 300 ページから 318 ページまで一括して審査を行

います。 

  〔発言する者なし〕 

 ないようでありますから、後期高齢者医療事業会

計の審査を終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、水道事業会計に入ります。 

 1ページから20ページまで一括して審査を行いま

す。 

  〔発言する者なし〕 

 ないようでありますから、水道事業会計の審査を

終わります。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  次に、議案の審査に入ります。 

 議案第 18号ないし議案第 24号、議案第 26号、一

括質疑を受けます。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  以上ですべての審査が終わりまし

たので、取りまとめに入ります。 

 本会議に報告する委員長の口頭並びに文書報告の

文案につきましては、正副委員長にご一任願いたい

と存じますが、いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特に異議がありませんので、正副委員長にご一任

願います。 

 なお、委員長の口頭並びに文書報告につきまして

は、この会議の全文が会議録に登載されますので、

結果のみの報告といたすことにしておりますので、

あらかじめお含みおきをお願いいたします。 

 次に、採決に入ります。 

 議案第 1号ないし議案第 9号、議案第 18号ないし

議案第 24号、議案第 26号の 17議案については、原

案のとおり可決すべきものと決定してご異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、本 17議案については全会
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一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

―――――――――――――――――――――― 

●山本委員長  これで付託議案に関する審査が終

了いたしました。 

 これをもって行政常任委員会を閉じます。 

どうも御苦労さまでした。 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時０９分 閉会 
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